
総社市給水装置工事の施工基準規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

 

令和６年３月２１日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市水道事業管理規程第５号 

 

総社市給水装置工事の施工基準規程の一部を改正する規程 

 

総社市給水装置工事の施工基準規程（平成１７年総社市水道事業管理規程第１４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（給水装置工事の種別） 

第３条 給水装置工事は，次の工種に分類する。 

(１)～(３) 略 

(４) 修繕工事 給水管，給水栓等の給水装置の部分的な修理の工事（水道

法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第３項ただし書の国土交

通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。） 

(５) 略 

 

 

（給水装置工事の種別） 

第３条 給水装置工事は，次の工種に分類する。 

(１)～(３) 略 

(４) 修繕工事 給水管，給水栓等の給水装置の部分的な修理の工事（水道

法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第３項ただし書の厚生労

働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。） 

(５) 略 

 

 

   附 則 

 この規程は，令和６年４月１日から施行する。 


